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第 1章 総 則

(趣 旨)

第 1条 当法律事務所の弁護士の報酬 (以下 「弁護士報酬」 とい う。)及び実費等

の標準はこの基準の定めるところによる。

(弁護士報酬の種類 )

第 2条 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料 ,

顧問料及び 日当とする。

2 前項の用語の意義は,次表のとお りとする。

-1-

法律相談料
依頼者に対 して行 う法律相談 (口 頭による鑑定,電話

による相談を含む。)の 対価をい う。

書面 による

鑑 定料

依頼者 に対 して行 う書面 に よる法律 上 の判 断又 は意見

の表 明の対価 をい う。

着手金

事件又 は法律事務 (以 下「事件等」とい う。)の性質上 ,

委任事務処理 の結果 に成功不成功 が あるものについて ,

その結果 のいかんにかかわ らず受任 時 に受 けるべ き委任

事務処理 の対価 をい う。

報酬金

事件等の性質上 ,委任事務処理の結果 に成功不成功があ

るものについて,そ の成功 の程度 に応 じて受 ける委任事

務処理 の対価 をい う。

手数料
原則 として一回程度の手続又は委任事務処理で終了す

る事件等についての委任事務処理の対価をい う。

顧 問料
契約 に よつて継 続 的 に行 う一 定 の法律事務 の対価 をい

9。

日  当

弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ ,

移動、裁判所等への出頭 (WEB会 議システムによる出

頭も含む。)に よつてその事件等のために拘束されるこ

との対価をい う。

(弁護士報酬の支払時期 )



第 3条 着手金は,事件等の依頼を受けたときに,報酬金は,事件等の処理が終了

したときに,その他の弁護士報酬は,こ の基準に特に定めのあるときはその基準

に従い,特に定めのないときは,依頼者との協議により定められたときに,それ

ぞれ支払いを受ける。

(事件等の個数等)

第 4条 弁護士報酬は,一件ごとに定めるものとし,裁判上の事件は審級ごとに,

裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもつて,一件とする。ただし,

第 3章第 1節において,同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金に

ついては,特に定めのない限り,最終審の報酬金のみを受ける。

2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは,別件とする。

(弁護士の報酬請求権)

第 5条 弁護士は,各依頼者に対し,弁護士報酬を請求することができる。

2 次の各号の 1に該当することにより,受任件数の割合に比して一件あたりの執

務量が軽減されるときは,弁護士は,第 2章ないし第 5章及び第 7章の基準にか

かわらず,弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。

(1)依頼者からの複数の事件等を受任し,かつその紛争の実態が共通であるとき。

(2)複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け,委任事務処

理の一部が共通であるとき。

3 -件の事件等を複数の弁護士が受任したときは,次の各号の 1に該当するとき

に限り,各弁護士は,依頼者に対し,それぞれ弁護士報酬を請求することができ

る。

(1)各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。

(2)複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり,かつ

その事情を依頼者が認めたとき。

(弁護 士 の説 明義務等 )

第 6条  弁護 士は依頼者 に対 し、あ らか じめ弁護 士報酬等 につ いて、十分
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に説 明 しなけれ ばな らない。

2 弁護 士は,事件等 を受任 した ときは,委任 契約書 を作成す るよ う努 め

なけれ ばな らない。

3 委任 契約書 には,事件等 の表示 ,受任 の範 囲,弁護 士報酬等の額及び

支払 時期その他 の特約 事項 を記載す る。

4 弁護 士は,依頼者 か ら申 し出のあ る ときは,弁護 士報酬等 の額 ,そ の

算 出方 法及 び支払 時期 に関す る事 項 等 を記載 した弁護 士報酬説 明書 を

交付 しなけれ ばな らない。ただ し,前 2項 に定 める委任 契約書 を作成 し

た場合 は,こ の限 りで ない。

(弁護士報酉升lの減免等 )

第 7条 依頼者が経済的資力に乏 しいとき又は特別の事情があるときは,弁護士は ,

第 3条及び第 2章ない し第 7章の基準にかかわらず,弁護士報酬の支払時期を変

更 し又はこれを減額若 しくは免除することができる。

2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき,依頼の目的を達することについての

見通 し又は依頼者の経済的事情その他の事由により,着手金を基準どお り受ける

ことが相当でないときは,弁護士は,第 3章の基準にかかわらず,依頼者 と協議

の うえ,着手金を減額 して,報酬金を増額することができる。ただ し,着手金及

び報酬金の合計額は,第 16条の基準により許容 される着手金 と報酬金の合算額

を超えてはならない。

(弁護士報酬の特則による増額 )

第 8条 依頼を受けた事件等が,特に重大若 しくは複雑なとき,審理若 しくは処理

が著 しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生 じた場合において,前条第

2項又は第 2章ないし第 4章の基準によつては弁護士報酬の適正妥当な額が算定

できないときは,弁護士は,依頼者 と協議の うえ,その額を適正妥当な範囲内で

増額することができる。

(消費税に相当する額 )

第 9条 この基準に定める額は,消費税法 (昭和 63年法律第 108号 )に基づき ,
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弁護士の役務に対 して課せ られる消費税の額に相当する額を含まない。

第 2章 法律相談料等

(法律相談料 )

第 10条 法律相談料は,以下のとお りとする。

(1)初回市民法律相談料 事件単位で個人から受ける初めての法律相談であつて ,

事業に関する相談を除くもの

30分ごとに5, 000円

(2)一般法律相談料 初回市民法律相談以外の法律本目談

30分ごとに 5,000円 以上 2万 5,000円 以下

(書面による鑑定料 )

第 11条 書面による鑑定料は, 10万円以上 30万円以下とする。

2 前項において,事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは,弁護士は依頼者

と協議の うえ,前項の額を超える鑑定料を受けることができる。

第 3章 着手金及び報酬金

第 1節 民事事件

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

第 12条 本節の着手金及び報酬金については,こ の基準に特に定めのない限 り,

着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保 し

た経済的利益の額をそれぞれ基準 として算定する。

(経済的利益が算定可能な場合)

第 13条 前条の経済的利益の額は,こ の基準に特に定めのない限り,次のとおり

算定する。

1 金銭債権は,債権総額 (利息及び遅延損害金を含む。)

2 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額

3 継続的給付債権は,債権総額の 10分の 7の額。ただし,期間不定のものは,
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7年分の額

4 賃料増減額請求事件は,増減額分の 7年分の額

5 所有権は,対象たる物の時価相当額

6 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の 2分

の 1の額。ただし,その権利の時価が姑象たる物の時価の 2分の 1の額を超える

ときは,その権利の時価相当額

7 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価

の 3分の 1の額を加算 した額。建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関

する事件は,前号の額に,そ の敷地の時価の 3分の 1の額を加算 した額

8 地役権は,承役地の時価の 2分の 1の額

9 担保権は,被担保債権額。ただ し,担保物の時価が債権額に達 しないときは ,

担保物の時価相当額

10 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の

登記手続請求事件は,第 5号,第 6号,第 8号及び前号に準 じた額

11 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の日

的の価額が債権額に達 しないときは,法律行為の目的の価額

12 共有物分割請求事件は,対象 となる持分の時価の 3分の 1の額。ただし,分割

の対象 となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの紺象とな

る財産又は持分の額

13 遺産分割請求事件は,対象 となる相続分の時価相当額。ただ し,分割の対象 と

なる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時

価相当額の 3分の 1の額

14 遺留分侵害額請求事件は,対象 となる遺留分の時価相当額

15 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただ し,執行対象物件の時

価が債権額に達 しないときは,第 1号の基準にかかわらず,執行対象物件の時価

相当額 (担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮 した時価相

当額 )
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第 14条 前条で算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大き

いときは,弁護士は経済的利益の額を,紛争の実態に相応するまで,減額しなけ

ればならない。

2 前条で算定された経済的利益の額が,次の各号の 1に該当するときは,弁護士

は,経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応す

るまで,増額することができる。

(1)請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,前条で算定された経済的利

益の額が紛争の実態に比して,明 らかに小さいとき。

(2)紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,前条で算定された経済的

利益の額に比して,明 らかに大きいとき。

(経済的利益が算定不能な場合)

第 15条 第 13条により経済的利益の額を算定することができないときは,その

額を800万円とする。

2 弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を,事件等の難易,軽重,手数の繁

簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することが

できる。

(民事事件の着手金及び報酬金)

第 16条 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件の着

手金及び報酬金は,こ の基準に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準とし

て,それぞれ別表 1の とおり算定する。

2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により, 30%の範囲内で増減額する

ことができる。

3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前 2項にか

かわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4 前 3項の着手金は, 10万円を最低額とする。ただし,経済的利益の額が12

5万円未満の事件の着手金は,事情により10万円以下に減額することができる。
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(調停事件及び示談交渉事件)

第 17条 調停事件及び示談交渉 (裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の

着手金及び報酬金は,こ の基準に特に定めのない限り,それぞれ前条第 1項及び

第 2項又は第20条第 1項及び第 2項の各基準を準用する。ただし,それぞれの

基準により算定された額の3分の2に減額することができる。

2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,こ の基準に特

に定めのない限り,前条第 1項及び第 2項又は第 20条第 1項及び第 2項の各基

準により算定された額の2分の 1と する。

3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着

手金は,こ の基準に特に定めのない限り,前条第 1項及び第 2項又は第20条第

1項及び第 2項の各基準により算定された額の2分の 1と する。

4 前 3項の着手金は, 10万円 (第 20条の基準を準用するときは, 5万円)を

最低額とする。ただし,経済的利益の額が 125万円未満の事件の着手金は,事

情により10万円 (第 2条の基準を準用するときは5万円)以下に減額すること

ができる。

(契約締結交渉 )

第 18条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は,経済的利益の

額を基準 として,別表 2の とお り算定する。

2 前項の着手金及び報酬金は,事案の内容により, 30%の範囲内で増減額する

ことができる。

3 前 2項の着手金は, 10万円を最低額 とする。

4 契約締結に至 り報酬金を受けたときは,契約書その他の文書を作成 した場合で

も,その手数料を請求することができない。

(督促手続事件 )

第 19条 督促手続事件の着手金は,経済的利益の額を基準として,別表 3の とお

り算定する。

2 前項の着手金は,事件の内容により, 30%の範囲内で増減額することができ
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る。

3 前 2項の着手金は, 5万 円を最低額 とする。

4 督促手続事件が訴訟に移行 したときの着手金は,第 16条又は第 2条の基準に

より算定された額 と前 3項の基準により算定された額 との差額 とする。

5 督促手続事件の報酬金は,第 16条又は第 2条の基準により算定された額の 2

分の 1と する。ただし,依頼者が金銭等の具体的な回収をした ときでなければ ,

これを請求することができない。

6 前項ただ し書の目的を達するため,民事執行事件を受任するときは,弁護士は ,

第 1項ない し前項の着手金又は報酬金 とは別に,民事執行事件の着手金として第

16条の基準により算定された額の 3分の 1を ,報酬金 として同条の基準により

算定された額の 4分の 1を ,それぞれ受けることができる。

(手形,小切手訴訟事件 )

第 20条 手形,小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は,経済的利益の額を基準 と

して,別表 4の とお り算定する。

2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により, 30%の範囲内で増減額する

ことができる。

3 前 2項の着手金は, 5万 円を最低額 とする。

4 手形,小切手訴訟事件が通常訴訟に移行 したときの着手金は,第 16条の基準

により算定 された額 と前 3項により算定 された額 との差額 とし,その報酬金は ,

第 16条の基準を準用する。

(離婚事件 )

第 21条 離婚事件の着手金及び報酬金は,以下のとお りとする。ただし,同一弁

護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額す

ることができる。

(1)離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ 20万円以上 50万円以下

(2)離婚訴訟事件         それぞれ 30万 円以上 60万円以下

2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は,前項の基
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準による離婚調停事件の着手金の額の 2分の 1と する。

3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,第 1項の

基準による離婚訴訟事件の着手金の額の 2分の 1と する。

4 前 3項において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴 うときは,弁護士は,財

産給付の実質的な経済的利益の額を基準 として,第 16条又は第 17条の基準に

より算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算 して請求するこ

とができる。

5 前 4項の基準にかかわらず,弁護士は,依頼者 と協議の うえ,離婚事件の着手

金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑 さ及び事件処理に要する

手数の繁簡等を考慮 し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(境界に関する事件 )

第 22条 境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する

訴訟の着手金及び報酬金は,それぞれ 30万円以上 60万円以下とする。ただし,

同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で

減額することができる。

2 前項の着手金及び報酬金は,第 16条の基準により算定された着手金及び報酬

金の額が前項の額を上回るときは,同条の基準による。

3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の内容に

より,第 1項の基準による額又は前項の基準により算定 された額の,それぞれ 3

分の 2に減額することができる。

4 境界に関する示談交渉事件か ら引き続き調停事件を受任するときの着手金は ,

第 1項の基準による額又は第 2項の基準により算定された額の,それぞれ 2分の

1と する。

5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するとき

の着手金は,第 1項の基準による額又は第 2項の基準により算定された額の,そ

れぞれ 2分の 1と する。

6 前 5項の基準にかかわらず,弁護士は,依頼者 と協議の うえ,境界に関する事
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件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理

に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(借地非訟事件 )

第 23条 借地非訟事件の着手金は,借地権の額を基準として,別表 5の とお りと

する。ただ し,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正

妥当な範囲内で減額することができる。

2 借地非訟事件の報酬金は,次のとお りとする。ただし,弁護士は,依頼者 と協

議の うえ,報酬金の額を,事案の複雑 さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考

慮 し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(1)申 立人については,申立が認められたときは借地権の額の 2分の 1を ,相手

方の介入権が認められたときは財産上の給付額の 2分の 1を ,それぞれ経済的

利益の額 として,第 16条の基準により算定された額

(2)相手方については,その申立が却下されたとき又は介入権が認められたとき

は,借地権の額の 2分の 1を ,賃料の増額又は財産上の給付が認められたとき

は,賃料増額分の 7年分又は財産上の給付額を,それぞれ経済的利益 として ,

第 16条の基準により算定された額

3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の

内容により,第 1項の基準による額又は前項の基準により算定された額の,そ

れぞれ 3分の 2に減額することができる。

4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手

金は,第 1項の基準による額の 2分の 1と する。

5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受

任するときの着手金は,第 1項の基準による額の 2分の 1と する。

(保全命令申立事件等)

第24条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件 (以下「保全命令申立事件」という。)

の着手金は,第 16条の基準により算定された額の2分の 1と する。ただし,審

尋又は口頭弁論を経たときは,同条の基準により算定された額の 3分の2と する。
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2 前項の事件が重大又は複雑であるときは,第 16条の基準により算定された額

の4分の 1の報酬金を受けることができる。ただし,審尋又は口頭弁論を経たと

きは,同条の基準により算定された額の3分の 1の報酬金を受けることができる。

3 第 1項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の基準にかかわらず ,

第 16条の基準に準じて報酬金を受けることができる。

4 保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件と

は別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については,次

条第 1項及び第 2項の基準を準用する。

5 第 1項の着手金及び第 2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事

件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けること

ができる。

6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は, 10万 円を最低額とする。

(民事執行事件等)

第25条 民事執行事件の着手金は,第 16条の基準により算定された額の 2分の

1と する。

2 民事執行事件の報酬金は,第 16条の基準により算定された額の4分の 1と す

る。

3 民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,

本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし,着手金は第

16条の基準により算定された額の 3分の 1と する。

4 執行停止事件の着手金は,第 16条の基準により算定された額の 2分の1と す

る。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の基準により算定された

額の3分の1と する。

5 前項の事件が重大又は複雑なときは,第 16条の基準により算定された額の4

分の 1の報酬金を受けることができる。

6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は, 5万円を最低額とする。
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第 26条 破産,特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産及び負

債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応 じて定め ,

それぞれ次の額 とする。ただし,各事件に関する保全事件の弁護士報酉州は,着手

金に含まれる。

(1)事業者の自己破産事件      50万 円以上

(2)非事業者の自己破産事件     20万 円以上

(3)自 己破産以外の破産事件     50万 円以上

(4)会社整理事件         100万 円以上

(5)特別清算事件         100万 円以上

(6)会社更生事件         200万 円以上

2 前項の各事件の報酬金は,第 16条の基準を準用する。この場合の経済的利益

の額は,配当額,配当資産,免除債権額,延べ払いによる利益及び企業継続によ

る利益等を考慮 して算定する。ただし,前項第 1号及び第 2号の事件は,依頼者

が免責決定を受けたときに限り,報酬金を受けることができる。

3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件 (免責異議申立事件を含む。)の

みを受任 した場合の着手金については,第 1項第 2号の基準により算定された額

の 2分の 1と する。この場合の報酬金については前項の基準を準用する。

(民事再生事件 )

第 26条の 2 民事再生事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数

等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応 じて定め,それぞれ次の額 とす

る。ただ し,民事再生事件に関するイ呆全事件の弁護士報酬は,下記着手金に含ま

れる。

(1)事業者の民事再生事件            100万 円以上

(2)非事業者の民事再生事件            30万 円以上

(3)小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件  20万 円以上

2 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の

対価 として,依頼者 との協議により,執務量及び既に受けている着手金又は報酬

金の額を考慮 した上で,月 額で定める弁護士報酬を受けることができる。
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3 民事再生事件の報酬金は,第 16条の基準を準用する。この場合の経済的利益

の額は,弁済額,免除債権額,延べ払いによる利益及び企業継続による利益等を

考慮 して算定 し,報酬金の具体的な算定にあたつては既に受領 している前項の月

額で定める弁護士報酬の額を考慮する。ただし,報酬金は依頼者が再生計画認可

決定を受けた ときに限 りこれを受けることができる。

4 民事再生法第 235条 に基づく免責申立事件 (免責異議申立事件を含む。)の

着手金は,第 1項第 2号及び第 3号の基準により算定された額の 2分の 1と する。

この場合の報酬金は前項の基準を準用する。

(任意整理事件 )

第 27条 任意整理事件 (前条第 1項に該当しない債務整理事件)の着手金は,資

本金,資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応 じて定め,それぞれ

次の額 とする。

(1)事業者の任意整理事件      50万 円以上

(2)非事業者の任意整理事件     20万 円以上

2 前項の事件が清算により終了 したときの報酬金は,債務の弁済に供すべき金員

又は代物弁済に供すべき資産の価額 (以下 「配当源資額」とい う。)を基準 とし

て,以下の各号のとお り算定する。

(1)弁護士が債権取立,資産売去,等 により集めた配当源資額につき

別表 6-1の とお り

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

別表 6-2の とお り

3 第 1項の事件が,債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了した

ときの報酬金は,前条第 2項の基準を準用する。

4 第 1項の事件の処理について,裁判上の手続を要 したときは,前 2項に定める

ほか,本節の基準により算定された報酬金を受けることができる。

(行政上の不服申立事件)

第 28条 行政上の異議申立,審査請求,再審査請求その他の不服申立事件の着手
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金は,第 16条の基準により算定された額の 3分の 2と し,報西州金は,同条の基

準により算定された額の 2分の 1と する。ただし,審尋又は口頭審理等を経たと

きは,同条の基準を準用する。

2 前項の着手金は, 10万円を最低額とする。

第 2節 刑事事件

(刑事事件の着手金 )

第 29条 刑事事件の着手金は,別表 7の とお りとする。

2 前項の事案簡明な事件 とは,特段の事件の複雑 さ,困難さ又は繁雑 さが予想 さ

れず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要 しないと見込まれる事件であって ,

起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公判終結ま

での公判開廷数が 2ない し3開廷程度 と見込まれる情状事件 (上告事件を除く。),

上告審は事実関係に争いがない情状事件をい う。

(刑事事件の報酬金 )

第 30条 刑事事件の報酬金は,別表 8の とお りとする。

2 前段の事案簡明な事件 とは,前条の事末安簡明な事件 と見込まれ,かつ結果にお

いて予想 された委任事務処理量で結論を得た事件をい う。

(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任 した場合等 )

第 31条 起訴前に受任 した事件が起訴 (求略式命令を除く。)さ れ,引 き続いて

同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは,第 29条に定める着手金を受ける

ことができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の 2

分の 1と する。

2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,第 29条及

び第 30条にかかわらず,着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額すること

ができる。

3 弁護士は,追加 して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に

比 して 1件あた りの執務量が軽減 されるときは,追加受任する事件につき,着手
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金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

(検察官の上訴取下げ等 )

第 32条 検察官の上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若 しく

は破棄移送の言渡 しがあつたときの報酬金は,それまでに弁護人が費や した時間

及び執務量を考慮 した うえ,第 30条の基準を準用する。

(保釈等 )

第 33条 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由

開示等の申立事件の着手金及び報酬金は,依頼者 との協議により,被疑事件又は

被告事件の着手金及び報酬金 とは別に,相当な額を受けることができる。

(告訴,告発等)

第 34条 告訴,告発,検察審査の申立,仮釈放,仮出獄,思赦等の手続の着手金

は, 1件につき10万円以上とし,報酬金は,依頼者との協議により受けること

ができる。

第 3節  少年事件

(少年事件の着手金及び報酬金 )

第 35条 少年事件 (家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の

着手金は,以下のとお りとする。

(1)身柄が拘束 されている事件    30万 円以上 50万円以下

(2)身柄が拘束 されていない事件   20万 円以上 50万円以下

(3)抗告,再抗告及び保護処分の取消 20万 円以上 50万円以下

2 少年事件の報酬金は,以下のとお りとする。

(1)非行事実な しに基づく審判不開始又は不処分 30万 円以上

(2)身柄事件で非行事実認定に基づ く審判不開始、不処分又は保護観察

30万円以上 50万円以下

(3)在宅事件で非行事実認定に基づ く審判不開始、不処分又は保護観察
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20万円以上 50万円以下

3 弁護士は,着手金及び報酬金の算定につき,家庭裁判所送致以前の受任か否か ,

非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置

の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者 と協議の うえ,事件の重

大性等により,前 2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任 した場合 )

第 36条 家庭裁判所送致前に受任 した少年事件は,第 4条の基準にかかわらず ,

家庭裁判所に送致 されても 1件の事件 とみなす。

2 少年事件につき,同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは,前条にか

かわらず,抗告審等の着手金及び報酬金を,適正妥当な範囲内で減額することが

できる。

3 弁護士は,追加 して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に

比 して 1件あた りの執務量が軽減 されるときは,追加受任する事件につき,着手

金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所か ら検察官に送致 されたときの刑

事事件の弁護士報酬は,本章第 2節の基準による。ただし,同一弁護士が引き続

き刑事事件を受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮 して,受領済

みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

第 4章  手数料

(手数料 )

第 37条 手数料は,こ の基準に特に定めのない限 り,事件等の対象の経済的利益

の額を基準 として,別表 9,10の とお り算定する。なお,経済的利益の額の算

定については,第 13条ないし第 15条の基準を準用する。

(1)裁判上の手数料

男町表 9の とお り

(2)裁判外の手数料

別表 10の とお り
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(任意後見及び財産管理 。身上監護 )

第 37条の 2 任意後見又は財産管理・身上管理の弁護士報酬は,次のとお りとす

る。

1 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って,依頼者の事理弁

識能力の有無,程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたつ

て把握すべき事情等を調査する場合の手数料は,第 37条第 2号の法律関係調査

に関する基準を準用する。

2 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始 したと

きは,月 額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし,そ の額は次の (1),

(2)に 定めるとお りとする。ただし,不動産の処分等 日常的若 しくは継続的委任事

務処理に該当しない事務処理を要 した場合又は委任事務処理のために裁判手続等

を要 した場合は,月 額で定める弁護士報酬 とは別にこの基準の定めにより算定され

た弁護士報酬を受けることができる。

(1)依頼者が 日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行 う場合

月額 5, 000円 から5万円の範囲の額

(2)依頼者が 日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管

理その他の継続的な事務の処理を行 う場合

月額 3万 円から10万円の範囲内の額

3 任意後見契約又は財産管理 。身上監護契約締結後,その効力が発生するまでの

間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどの為に訪問して面談する場合の手数料

は, 1回あた り5, 000円 から3万円の範囲内の額 とする。

第 5章  時間制

(時間制 )

第 38条 弁護士は,依頼者 との協議により,受任する事件等に関し,第 2章ない

し第 4章及び第 7章の基準によらないで, 1時間あた りの適正妥当な委任事務処

理単価にその処理に要 した時間 (移動に要する時間を含む。)を乗 じた額を,弁

護士報酬 として受けることができる。
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2 前項の単価は, 1時間ごとに 1万円以上とする。

3 弁護士は,具体的な単価の算定にあた り,事案の困難性,重大性,特殊性,新

規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。

4 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受けるときは,あ らかじめ依頼者から相

当額を預かることができる。

第 6章  顧問料

(顧問料 )

第 39条 顧問料は,下記のとお りとする。ただ し,事業者については,事業の規

模及び内容等を考慮 して,その額を減額することができる。

(1)事 業 者 月額 5万 円以上

(2)非事業者 年額 6万円 (月 額 5, 000円 )以上

2 顧問契約に基づ く弁護士業務の内容は,依頼者 との協議により特に定めのある

場合を除き,一般的な法律相談 とする。

3 簡易な法律関係調査,簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定,契

約立会,従業員の法律相談,株主総会の指導又は立会,講演などの業務の内容並

びに交通費及び通信費など実費の支払等につき,弁護士は,依頼者 と協議の うえ,

顧問契約の内本を決定する。

第 7章  日 当

(日 当)

第 40条 移動による日当は,以下のとお りとする。

(1)半 日 (往復 2時間を超え4時間まで) 3万 円以上 5万円以下

(2)1日 (往復 4時間を超える場合)   5万 円以上 10万円以下

2 裁判所等の出頭 (WEB会議システムによる出頭も含む。)に よる日当は,出

頭回数が 5回を超えた 6回 日以降から 1回当た り2万円以上とする。

3 前 2項にかかわらず,弁護士は,依頼者 と協議の うえ,前 2項の額を適正妥当

な範囲内で増減額することができる。

4 弁護士は,概算により,あ らかじめ依頼者か ら日当を預かることができる。
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第 8章  実費等

(実費等の負担)

第41条 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手

代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,朱管金,供託金,その他委任事務処

理に要する実費等の負担を求めることができる。

2 弁護士は,概算により,あ らかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

(交通機関の利用 )

第 42条 弁護士は,出張のための交通機関については,最高運賃の等級を利用す

ることができる。

第 9章  委任契約の清算

(委任契約の中途終了)

第43条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任又は委任事務の継続不能

により,中途で終了したときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,委任事務処理

の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し,又は弁護

士報酬の全部若しくは一部を請求する。

2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,

弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし,弁護

士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,弁護士は,依頼者

と協議のうえ,その全部又は一部を返還しないことができる。

3 第 1項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず ,

依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意又は重大な

過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があると

きは,弁護士は,弁護士報酉州の全部を請求することができる。ただし,弁護士が

委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求

することができない。
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(事件等処理の中止等)

第44条 依頼者が着手金,手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅

滞したときは,弁護士は,事件等に着手せず又はその処理を中止することができ

る。

2 前項の場合には,弁護士は,あ らかじめ依頼者にその旨を通知しなければなら

ない。

(弁護士報酬の相殺等 )

第 45条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは,弁護士は,依

頼者に対する金銭債務 と相殺 し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを

依頼者に引き渡 さないでおくことができる。

2 前項の場合には,弁護士は,すみやかに依頼者にその旨を通知 しなければなら

ない。
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別表

別表1 民事事件の着手金及び報酬金

別表2 契約締結交渉

別表3 督促手続事件

別表4 手形日′よヽ切手訴訟事件

経済的利益の額 着 手 金 報酬金

300万円以下の部分 8% 16%

300万円を超え、3,000万円以下の部分 5% 10%

3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%

3億円を超える部分 2% 4%

経済的利益の額 着手金 報酬金

300万円以下の部分 20/6 40/0

300万円を超え、3,000万円以下の部分 1% 2%

3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 1%

3億円を超える部分 0.3% 0.6%

経済的利益の額 着手金

300万円以下の部分 2%

300万円を超え、3,000万円以下の部分 1%

3,000万円を超え3億円以下の部分 0.50/0

3億円を超える部分 0.3%

経済的利益の額 着手金 報酬金

300万円以下の部分 4% 8%

300万円を超え、3,000万円以下の部分 2.5% 50/0

3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5% 3%

3億円を超える部分 1% 2%
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借地権の額 着 手 金

5,000万円以下の場合 20万円以上50万円以下

5,000万円を超える場合
前段の額に5,000万円を超える部分の05%を加算し
た額

別表5   借地非訟事件

別表6-1  任意整理事件(弁護士が配当源資を集めた部分)

別表6-2  任意整理事件 (依頼人等が配当源資を集めた部分 )

別表7   刑事事件の着手金

配当源資額 報酬金

500万円以下の部分 15%

500万円を超え1,000万円以下の部分 10%

1,000万円を超え5,000万 円以下の部分 8%

5,000万円を超え1億円以下の部分 6%

1億円を超える部分 5%

配当源資額 報酬金

5000万円以下の部分 3%

5,000万 円を超え1億円以下の部分 2%

1億円を超える部分 1%

刑事事件の内容 着 手 金

起訴前及び起訴後 (第 1審及び上訴審をいう。以下同じ。)

の事案簡明な事件

20万円以上50万円以下

起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 20万円以上50万円以下

再審請求事件 20万円以上50万円以下
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別表8   刑事事件の報酬金

刑事事件の内容 結 果 報酬金

事案簡明な事件

起訴前

不起訴 20万円以上50万円以下

求略式命令 前段の額を超えない額

起訴後

刑の執行猶予 20万円以上50万円以下

求刑された刑が軽
減された場合

前段の額を超えない額

前段以外の事件

起訴前

不起訴 20万円以上 50万円以下

求略式命令 20万円以上50万円以下

起訴後(再審事
件を含む。)

無罪 50万円以上

刑の執行猶予 20万円以上50万円以下

求刑された刑が軽
減された場合

軽減の程度による相当な額

検察官上訴が棄却
された場合

20万円以上50万円以下

再審請求事件 20万円以上50万円以下
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別表9 裁判上の手数料

項  目 分 類 手 数 料

証拠保全 (本案事件を
併せて受任したときで
も本案事件の着手金と
は別に受けることがで
きる。)

基 本
20万円に第16条第1項の着手金の規定により算定され
た額の10%を 加算した額

特に複雑又は
特殊な事情が
ある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

即決和解 (本手数料を
受けたときは、契約書
その他の文書を作成し
ても、その手数料を別
に請求することはでき
ない。)

示談交渉を要
しない場合

300万円以下の部分 10万円

300万円を超え3,000万円以下の部分 1%

3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%

3億円を超える部分 0.3%

示談交渉を要
する場合

示談交渉事件として、第17条又は第21条ないし第23条
の各規定により算定された額

公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額

倒産整理事件の債権
届

基 本 5万円以上 10万円以下

特に複雑又は
特殊な事情が
ある場合事情
がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額依頼者との協議
により定める額

簡易な家事審判 (家事事件手続法別表
第1に属する家事審判事件で事案簡明
なもの。)

10万円以上20万円以下
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別表10裁判外の手数料

項 目 分 類 手 数 料

法律関係調査 (事実関
係調査を含む。)

基 本 5万円以上 20万円以下

特に複雑又は
特殊な事情が
ある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額

契約書類及びこれに
準ずる書類の作成

定 型

経済的利益の額が1,000万円
未満のもの

5万円以上 10
万円以下

経済的利益の額が1,000万 円
以上1億円未満のもの

10万円以上3
0万円以下

経済的利益の額が1億円以上のもの  30万円以上

非定型

基 本
300万円以下の

部分 10万円

300万円を超え、
3,000万円以下の部分

1%

3,000万円を超え
3億円以下の部分

0.3%

3億円を超える部分    0.1%
特に複雑又は特殊
な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定
める額

公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

内容証明郵便作成

弁護士名の表
示なし

基 本 1万 円以上 3万円以下

特に複雑又は特殊
な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定
める額

弁護士名の表
示あり

基 本 3万円以上 5万円以下

特に複雑又は特殊
な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定
める額

遺言書作成

定 型 10万円以上 20万円以下

非定型

基本

300万円以下の部分 20万円

300万円を超え、
3,000万 円以下
の部分

1%

3000万円を超
え、3億 円以下の
部分

0.30/0

3億円を超える部
分

0.1%

特に複雑又は特殊
な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定
める額

公正証書にする場合
上記の手数料に3万円を加算す
る。
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項  目 分 類 手 数 料

遺言執行

基 本

300万円以下の部

分
30万円

300万円を超え、3,000万円以下の部
分 2%

3,000万円を超え3億円以下の部分 1%

3億円を超える部分 0.5%

特に複雑又は

特殊な事情が
ある場合

弁護士と受遺者との協議により定める額

遺言執行に裁
判手続を要す
る場合

遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報
酬を請求することができる。

会社設立等

設立、増減資、
合併、分割、組
織変更、通常
清算

貧不徽看しくIよ 総後貧産のうろ高い万の組Xば増屈貧

源に応じて以下により算出」された額。ただし、合併又は

分割については200万円を、通常清算については100
万円を、その他の手続については10万円を、それぞれ
昂祇箱とするハ

1,000万円以下の部分 4%

1,000万円を超え2,000万円以下の部分   3%

2,000万円を超え1億円以下の部分 2%

1億円を超え2億円以下の部分 1%

2億円を超え20億 円以下の部分 0.5%

20億円を超える部分 0 3%

会社設立等以
外の登記簿

申請手続

1件は5万円。ただし、事冥によつては、弁護士と依税者
との協議により、適正妥当な範囲内で増減することがで

きる。

交付手続
登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票の交付手続は、1通
につき、1,000円 とする。

株主総会等指導

基 本 30万円以上

総会等準備も
指導する場合

50万円以上

現物出資等証明(商法第173条第3項
及び有限会社法第12条の2第3項等
に基づく証明)

1件 30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調
査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議
により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

簡易な自賠責請求 (自 動車損害賠償責
任保険に基づく被害者による簡易な損
害賠償請求 )

次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否
又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者と
の協議により、適正妥当な範囲内で増減額することがで

きる。

給付金額が150万円以下の場合

円

3万

給付額が150万円を超える場合   給付金額の2%
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任意後見及び財産

管理・身上監護

(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び

財産状況その他 (依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握

すべき事情等を調査する場合の手数料

1を準用する。

(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

(イ)日 常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
●中月額5,000円 から5万円の範囲内

(口 )上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処

理を行う場合

・“月額3万円から10万円の範囲内

ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理

に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために

裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に

この規定により算定された報酬を受けることができる。

(3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力

を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料

1回あたり5,000円から3万円の範囲内
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経済的利益の額(A)が300万円以下のとき

着手金  (A)X8% 報酬金  (A)X16%

※最低額10万円((A)が 125万円未満の場合、10万円以下に減額する事ができる)

経済的利
益の価額
(千 円 )

散   白州

標準 額

(千 円 )

唱屈 評谷省貝

(円 ) (円 )

標準徽

(千 円 )

壻滅評否級

(円 ) (円 )

200 100 32 22,400～ 41,600

400 100 64 44,800～ 83,200

600 100 96 67,200 ～      124,800

800 100 128 89.600 ～      166.400

1,000 100 100,000 ～     1041000 160 112,000 ～      208,000

1.200 100 100.000 ～      124.800 192 134,400 ～      249,600

1.250 100 100.000 ～     130,000 200 140,000 ～      260,000

1.400 112 100,000 ～     145,600 224 156,800-     291,200
1,600 128 100,000～     166,400 256 179.200-     332,800
1.800 144 100.800～     187.200 288 201.600 ～      374,400

2.000 160 112.000～     208.000 320 224,000～      416,000
2.200 176 123,200 -     228,800 352 246,400～      457,600
2,400 192 134,400～     2491600 384 268.800 ～      499,200

2.600 208 145.600～     270,400 416 291,200 ～      540,800

2.800 224 156,800～     291,200 448 313,600 ～      582,400

3,000 240 168,000 -     312,000 480 336,000-     624,000



経済的利益の額(A)が 300万 円ないし3000万円のとき

着手金  (A)X5%+9万 円   報酬金  (A)X10%+18万 円

経済的利
益の価額
(千 円 )

標準 額

(千 円 )

壻 屈 計 谷 禍貝

(円 ) (円 )

標準額

(千円 )

壻滅評稲 罠

(円 ) (円 )

3.500 265 185.500～     344.500 530 371,000 ～      689,000

4,000 290 203,000～     377,000 580 406,000 ～      754,000

4.500 315 220,500 -     409,500 630 441,000 ～      819,000

5,000 340 238,000 -     442,000 680 476.000 ～      884,000

5.500 365 255.500 -     474.500 730 511,000～       949,000

6.000 390 273.000～     507,000 780 546,000-    1,014,000
6.500 415 290,500 -     539,500 830 581,000-    1,079,000
7,000 440 308,000 -     572,000 880 616.000-    1.144.000
7.500 465 325.500 ^サ      604.500 930 651.000 -    1.209,000

8.000 490 343.000 -     637.000 980 686.000-    1,274,000
8.500 515 360,500 -     669,500 1,030 721,000 -    1,339,000

9,000 540 378,000 -     702,000 1.080 756.000 -    1,404,000
9.500 565 395.500 -     734.500 1.130 791,000 -    1,469,000

10,000 590 413.000 -     767.000 1,180 826,000 -    1,534,000
11,000 640 448,000 -     832,000 1,280 896,000 -    11664,000
12,000 690 483,000 -     897,000 1.380 966.000 -    1,794,000
13.000 740 518.000-     962.000 1.480 1,036,000 -    1,924,000
14,000 790 553.000～     1,027,000 1.580 1,106,000 -    2,054,000
15,000 840 588,000-   1,092,000 1,680 1,176,000～     2,184,000

16,000 890 623,000 ～    1,157,000 1.780 1.246.000-    2,314,000
17.000 940 658.000-   1.222.000 1.880 1,316,000-    2,444,000
18,000 990 693,000-   1,287.000 1,980 1,3861000-    2,574,000
19,000 1040 728,000 ～    1,352,000 2,080 1.456.000-    2.704.000
20,000 1090 763,000 ～    1,417,000 2.180 1.526.000～     2.334,000

21.000 1140 798.000-   1.482.000 2,280 1.596,000 -    2.964,000

22,000 1190 833,000-   1.547.000 2,380 1,666,000 -    3,094,000

23,000 1240 868,000-   1,612,000 2,480 1.736.000 -    3.224,000
24.000 1290 903.000-   1.677.000 2.580 1.806.000 -    3.354,000

25,000 1340 938.000 ～    1.742.000 2,680 1.876,000-    3,484,000
26,000 1390 973,000 ～    1.807,000 2,780 1,946,000-    3,614,000
27,000 1440 1,008,000-   1,872,000 2,880 2.016.000-    3.744.000
28,000 1490 1,043,000-   1,937,000 2.980 2.086.000 -    3.874,000
29.000 1540 1.078.000～    2.002.000 3.080 2,156.000 ～    4,004,000

30,000 1590 1,113,000～    2,067,000 3,180 2,226,000 ～     4,134,000



経済的利益の額 (A)が 3000万 円以上のとき

着手金  (A)X3%+69万 円

経済的利益の額(A)が3億円以上のとき

着手金  (A)X2%+369万 円

報酬金  (A)X6%+138万 円

報酬金  (A)X4%+738万 円

報   酬経済的利
益の価額
(千 円 )

保準各貝

(千 円 ) (円 )

唱屈 計谷各貝

(円 )

標準顎

(千円 ) (円 )

壻瓶評否徽

(円 )

35.000 1.740 1.218.000～    2.262,000 3.480 2,436.000 -    4.524,000
40.000 1,890 1,323,000 ～    2.457.000 3,780 2.646,000 -    4,914,000
45,000 2,040 1,428,000 ～    2,652,000 4,080 2,856,000-    5,304,000

3.066.000 -    5.694,00050,000 2,190 1,533,000～     2,847,000 4,380

55.000 2.340 1.638.000～     3.042.000 4.680 3.276.000 -    6,084,000
60,000 2,490 1,743,000～     3.237,000 4,980 3,486,000～     6,474,000

65,000 2.640 1,848,000 ～    3,432,000 5,280 3,696,000 -    6,864,000
70,000 2,790 1,953,000～     3,627,000 5,580 3,096,000 -    7,254,000
75.000 2.940 2.058.000～    3.822.000 5.880 4.116.000 -    7,644.000
80,000 3.090 2.163,000 ～    4,017,000 6.180 4,326.000 -    8,034,000
85,000 3,240 2.268,000 ～    4,212,000 6,480 4,536,000 -    8,424,000
90,000 3,390 2,373,000～    4,407,000 5,780 4,746,000 -    8,814,000
95.000 3.540 2.478.000 ～    4.602.000 7.080 4.956.000 -    9,204,000

100.000 3.690 2.583,000～    4,797,000 7,380 5,166,000 -    9,594,000
110,000 3,990 2,793,000～    5,187,000 7,980 5,586,000 ～   101374,000

120.000 8.580 6.006.000 ～    11.154,0004,290 3,003,000～    5,577,000

130.000 4.590 3.213.000～    5.967.000 9.180 6,426,000 ～    11,934,000
140,000 4.890 3,423,000 ～    6,357,000 9,780 6.846,000 ～    12,714,000
150,000 5,190 3,633,000 ～    6,747.000 10,380 7,266,000～    13,494,000
160.000 5.490 3.843.000 ～    7.137.000 10.980 7.686.000～    14,274,000
170.000 5.790 4.053.000 ～    7.527.000 11.580 8,106,000～    15,054,000
180,000 6,090 4,263.000 ～    7,917.000 12,180 8,526,000～    15,834,000
190,000 6.390 4,473,000 ～    8,307,000 12,780 8,946,000～    16,614,000

13,380 9,366,000～    17,394,000200,000 6,690 4,683,000 ～    8,697,000

経済的利
益の価額
(千円)

平政  白州

標 準額

(千 円 )

壻 屈 評 谷 観

(円 ) (円 )

保季徽

(千円 )

壻滅 評容徽

(円 ) (円 )

300.000 9.690 6.783.000 ～   12.597.000 19.380 13.566.000～    25,194,000
400.000 11.690 8.183.000 ～   15.197.000 23,380 16.366,000～    30,394,000

500,000 13,690 9,853.000 ～   17,797.000 27.380 19,166,000～    35,594,000

600,000 15,690 10,483,000 ～   20,397,000 31,380 21,966,000 -   40,794,000
700.000 17,690 12,383,000～   22,997,000 35.380 24.766.000 -   45,994,000
800.000 19.690 13.783.000 ～   25.597.000 39.380 27,566,000～    51,194,000

900.000 21,690 15,183.000～   28,197.000 43,380 20,366,000～    56,394,000
1,000,000 23,690 16,583,000～   30,797,000 47,380 33,166,000～    61,594,000
2.000.000 43,690 30,583,000～   56,797,000 87.380 61.166.000 ～   113.594,000

3,000,000 63,690 44.583,000～   82,797,000 127,380 89,166,000～   165,594,000


